
 

＜第１号訪問事業＞ 
 

基準緩和訪問サービス 
   （緩和した基準によるサービス） 

(令和元年度版) 

     

 

介護保険制度は、更新や新しい解釈が出ることが大変多い制度です。 

この手引きは作成時点でまとめていますが、今後変更も予想されます 

ので、常に最新情報を入手するようにしてください。 
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伊勢原市 介護高齢課 

サービス事業者のための介護予防・日常生活
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❏手引きで使用する表記❏ 

表 記 正 式 名 称 

要綱 
伊勢原市介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する第４条第１項第１号ア

に規定する第１号訪問事業の実施に関する要綱（平成２８年４月１日施行） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ⅰ 介護保険制度等の理解 

介護保険制度は、伊勢原市が保険者となって運営しています。４０歳以上の方は、加入者（被保険者）となっ 

て保険料を納め、介護が必要となった時には、費用の一部を支払って介護サービスを利用できる仕組みです。 

 

 

１ 

伊勢原市  
（保険者） 



         

要介護状態区分 利用できるサービス  

自立 市が行う介護予防事業市 

（地域支援事業） 

介護サービスは利用できません 

が、介護が必要とならないように 

介護予防事業に参加できます。 

        
要支援１ 事

業
対
象
者 

介護予防サービス 

（予防給付） 

介護予防・日常生活支 

援総合事業 

介護保険の対象ですが、要介護状 

態が軽く、生活機能が改善する可 

能性が高い人などが受けるサービ 

スです。 

        
要支援２ 

要介護１  

 

介護サービス 

（介護給付） 

日常生活で介助を必要とする度合

いの高い人で、生活の維持・改善 

を図るためのさまざまな介護サー 

ビスを利用できます。 

要介護２ 

要介護３ 

要介護４ 

要介護５ 

 

          事業対象者及び要支援１・２の人は地域包括支援センターでケアプランを作成します。 

         要介護１～５の人は在宅サービスと施設サービスのどちらかを利用するか選択し、ケア 

         マネジャーがケアプランを作成します。 

 

          利用するサービスが決まったら、契約を結び、サービスを利用します。利用者は費 

         用の一部（１割又は２割若しくは３割）を負担します。 

 

(２) 介護サービスの類型 

 

居宅サービス          施設サービス       地域密着型サービス          

訪問型(予防含む) 

 

介護老人福祉施設 

（特別養護老人ホーム） 

小規模多機能型居宅介護(予防含む) 

訪問入浴介護(予防含む) 介護老人保健施設 夜間対応型訪問介護 

訪問リハビリテーション(予防含む) 介護療養型医療施設 地域密着型通所介護 

訪問介護(予防含む)  認知症対応型通所介護(予防含む) 

居宅療養管理指導(予防含む)  地域密着型介護老人福祉施設入所者生 

活介護 

通所介護(予防含む)  認知症対応型共同生活介護(予防含む) 

（グループホーム） 

通所リハビリテーション(予防含む)  定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

福祉用具貸与(予防含む)   

特定福祉用具販売(予防含む)   

短期入所生活介護(予防含む)   

短期入所療養介護(予防含む)   

特定施設入居者生活介護(予防含む)   

介護予防・日常生活支援総合事業(介護予防・生活支援サービス事業) 

国基準訪問型サービス 国基準通所型サービス 短期集中訪問型サービス 

共生型訪問型サービス 共生型通所型サービス 短期集中通所型サービス 

基準緩和訪問型サービス 基準緩和通所型サービス  
 

２ 

⑤ケアプラン
作成 

⑥利用開始 



 

このことにより、要支援者を対象に全国一律の基準で行われている介護予防給付のうち、訪問介護と 

 通所介護が総合事業に移管されました。新しい介護予防・日常生活支援総合事業は、主に現行相当、基 

準緩和、住民主体サービスで構成され、伊勢原市では平成２８年４月から現行相当サービスを、平成２９

年４月から基準緩和通所型サービスを開始しています。 

 

 

             

            

            

            

            

            

            

            

  

 

 

 

 

３ 

住民主体サービス 
(通所型)・・・未実施 

介護予防・ 
日常生活支 
援総合事業 

介護予防・ 
生活支援サ
ービス事業 

一般介護予
防事業 

訪問型サービス
(第 1号訪問事業) 

通所型サービス
(第 1号通所事業) 

国基準訪問型サービス 

【対象】 
①要支援者 
②事業対象者 

基準緩和通所型サービス 

共生型通所型サービス 

国基準通所型サービス 

基準緩和訪問型サービス 

共生型訪問型サービス 

住民主体サービス 
(訪問型)・・・未実施 



 

 

 

４ 



 

       

５ 



   

６ 



       

 

   

７ 



   

      
８ 



 

    

９ 



 

     

 

     

 

１０ 



 

 

           提出先：伊勢原市介護高齢課 

提出方法：郵送又は来庁（ＦＡＸ不可） 

様式：伊勢原市公式ホームページよりダウンロード 

報告対象：ケガや死亡事故、感染症、誤薬、従業者の不祥事等 

詳細は次のＵＲＬを確認してください。 

１１ 

その完結の日から５年間保存しなければなりません。 



      ＜事故報告書様式、報告取扱要領等の掲載場所＞ 
           「伊勢原市ホームページ」のトップページ 
             → 「組織一覧」 
            → 「介護高齢課」 
                 →  「事業者の皆様へ」 
                   →   「事故発生時の報告について」 
                     →   「取扱要領、事故報告書」 

 

（１）   管理者 〈要綱第１０条〉 

 

（２）   サービス提供責任者 〈要綱第９条〉 

常勤の従事者等のうち、１人以上の者をサービス提供責任者としなければなりません。 

 

【ポイント】 

 

資格 実務経験の要否 
サービス提供責任者 

体制減算 

介護福祉士 不要 対象外 

実務者研修修了者 不要 対象外 

居宅介護職員初任者研修課程修了者 

居宅介護従業者養成研修修了者 

必要（３年以上かつ 

５４０日以上） 対象 

その他神奈川県が定めるもので旧訪問介護員養成 

研修課程１級修了担当とされている者 不要 対象外 

介護職員初任者研修課程修

了者とみなされる者 

介護職員基礎研修

課程修了者 不要 対象外 

訪問介護に関する

１級課程修了者 不要 対象外 

訪問介護に関する

２級課程修了者 

必要（３年以上かつ 

５４０日以上） 対象 

 

１２ 



 

 ・介護職員初任者研修修了者（旧２級相当の者）をサービス提供責任者とする場合には、実務経験の証明 

書を事業所に保管しておいてください。 

     ・「３年以上介護等の業務に従事したもの」の対象となる業務については、「指定施設における業務の 

範囲等及び介護福祉士試験の受験資格に係る介護等の業務の範囲について」の別添２「介護福祉士試験 

の受験資格に係る介護等の業務の範囲等」を参考にしてください。 

（参考：財団法人 社会福祉振興・試験センターホームページ http://www.sssc.or.jp/index.html） 

  

 

（３）   従事者等〈要綱第９条〉 

〇 資格 

  従事者は、サービス提供責任者と同様の有資格者若しくは一定の研修修了者であることが必要です。 

  ・介護福祉士 ・実務者研修修了者 ・初任者研修修了者 

 ・次ページの「訪問介護員の具体的範囲について」に該当する者 

 

【ポイント】 

  ・ 介護職員初任者研修修了者とは、研修を修了し、養成機関から研修修了証明書の交付を受けた者です 

    （介護保険法施行令第３条）。 

  ・したがって、研修を受講中であって、修了証明書の交付を受けていない者は、従事者としてサービスを 

   提供することはできません。 

  ・「一定の研修修了者」とは、訪問型サービスＡ標準テキストを使用して研修を修了した方です。 

 

〇 必要員数 

  訪問従事者等は、利用者の数にかかわらず１名以上の配置が必要です。 

【ポイント】 

  ・ 管理者業務に従事する勤務時間は訪問従事者等の勤務時間に含められません。 

  ・ 事業所として最低限確保しておかなければならない員数ですので、利用申し込みが少ないことを 

    理由に人員を確保しなくていいというわけではありません。 

 

  事業所は、サービス提供責任者や訪問従事者について、常に事業所として必要とされる員数を配置する 

 必要があり、配置していない場合は人員基準違反となります。 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

１３ 



 

 
１４ 



 

    

  

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１５ 

 



   （４） 用語の定義 〈要綱第９条〉 

 

 

 

（１）   設備〈要綱第１１条〉 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１６ 

 



 

 

（１）   内容及び手続の説明及び同意 〈要綱第１２条〉 

 
 

（２）   提供拒否の禁止 〈要綱第１２条〉 

 

     

 

１７ 

 



 

（３）   サービス提供困難時の対応 〈要綱第１２条〉 

 

（４）   受給資格等の確認 〈要綱第１２条〉 

 

（５）   要支援認定等の申請に係る援助 〈要綱第１２条〉 

 

（６）   心身の状況等の把握 〈要綱第１２条〉 

 

（７）   地域包括支援センター等との連携 〈要綱第１２条〉 

 

 

（８）   介護予防サービス計画等に沿ったサービスの提供 〈要綱第１２条〉 

 

 

（９）   介護予防サービス計画等の変更の援助 〈要綱第１２条〉 

 

 

１８ 



（10）   身分を証する書類の携行 〈要綱第１２条〉 

 

 

（11）   サービス提供の記録 〈要綱第１２条〉 

 

 

 

（12）   利用料等の受領 〈要綱第１２条〉 

   利用者負担として、１割又は２割若しくは３割相当額の支払いを受けなければなりません。 
     基準緩和訪問型サービスの提供に要した費用について、利用者から支払いを受けたものについては、 
    それぞれ個別の費用に区分した上で、領収書を交付しなければなりません。 

 【ポイント】 

 ・利用者負担を免除することは、指定の取消等を直ちに検討すべきとされる重大な基準違反とされています。 
 ・利用者から１割又は２割若しくは３割負担分以外に支払いを受けることができるものとしては、通常の事 

業の実施地域以外の地域の居宅においてサービスを提供した場合の交通費があります。 
   ・訪問介護員等が使用する使い捨て手袋等は事業者負担です。利用者に別途負担を求めることはできません。 
   ・当該サービスの内容及び費用について、利用者又は家族に対し、あらかじめ説明を行い、利用者の同意を 
    得なければなりません（「同意」は文書により確認できるようにしてください）。 
   ・領収書には、利用者１割又は２割負担分とその他費用の額を区分して記載する必要がありま 

す。その他費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければなりません。また、領 
収書又は請求書にはサービスを提供した日や１割又は２割若しくは３割負担の算出根拠である請求単位等、
利用者にとって支払う利用料の内訳がわかるようにしてくだい。 

 

（13）   基本方針 〈要綱第１２条〉 

 

１９ 



 

（14）   基準緩和訪問型サービスの具体的取扱方針 〈要綱第１２条〉 

 

 

 （15）   基準緩和訪問型サービス計画 〈要綱第１２条〉 

 

 【ポイント】 

    ・ 利用者との合意によって作成された基準緩和訪問型サービス計画が、訪問介護従事者等に対する 

     サービス内容の「指示書」としての意味も持ちます。 

    ・ サービスの内容とそれに必要な標準的な時間、介護上の注意点等を記載してください。 

      （ただし、利用者の状況によっては、基準緩和訪問型サービス計画に加えて、詳細な指示書を訪問 

     介護従事者に渡す配慮が必要な場合もあります。） 

    ・ 基準緩和訪問型サービス計画を作成しないままサービスを提供した場合は、介護報酬を算定するこ 

とはできません。 

 

 

 

       

  
 

２０ 



 

    

 

２１ 



    

 （16）   同居家族に対するサービス提供の禁止 〈要綱第１２条〉 

訪問従事者等に、その同居の家族である利用者等に対する基準緩和訪問型サービスの提供をさせてはなりませ

ん。 

 （17）   利用者に関する市町村への通知 〈要綱第１２条〉 

 

 （18）   緊急時等の対応 〈要綱第１２条〉 

訪問従事者等は、サービス利用中に利用者に病状の急変が生じた等の場合は、速やかに主治医委への連絡を行

う等の必要な措置を講じなくてはなりません。 

 （19）   管理者及びサービス提供責任者の責務 〈要綱第１２条〉 

       管理者は、訪問従事者及び業務の管理を一元的に行わなければならず、訪問従事者に対して運営に関する基準

を遵守させるため、必要な指揮命令を行わなければなりません。 

 また、サービス提供責任者は、次の業務を行います。 

 

 

     １ 利用申込み等の調整 

    ・利用者からの申込み受付、利用に係る契約及び契約更新 

   ２ 利用者の状態の把握、サービスに関する意向の把握 

    ・事前アセスメント、定期訪問、担当の訪問介護従事者からの状況把握 

    ・必要に応じ基準緩和訪問型サービス計画の変更等を検討 

     ３ サービス担当者会議への出席等地域包括支援センター等との連携に関すること 

    ・サービス担当者会議の参加、介護支援専門員等への報告、連絡調整 

   ４ 訪問介護従事者等に対する具体的な援助目標・援助内容の指示及び利用者の状況についての情報伝達 

    ・訪問介護従事者等への援助内容等の指示 

     ５ 訪問介護従事者等の業務の実施状況の把握 

    ・訪問介護従事者等からの聴き取り、サービス提供記録の確認 

   ６ 訪問介護従事者等の業務の管理 

    ・訪問介護従事者等の能力、希望を踏まえた業務管理 

   ７ 訪問介護従事者等への指導 

    ・訪問介護従事者等に対する研修開催（新任研修、テーマ別研修）、外部研修への参加 

    ・訪問介護従事者等に対する業務指導（介護技術、困難事例へのアドバイス等）、新任訪問介護従事者 

等と同行訪問 

   ８ 基準緩和訪問型サービス計画の作成 

    ・ケアプランの理解（介護支援専門員との調整）、利用者宅への訪問、アセスメント、基準緩和訪問型 

    サービス計画の作成 

    ・基準緩和訪問型サービス計画の説明、同意、交付 

          

２２ 



 

【ポイント】 

  訪問系サービスの場合、通所系・入所系サービスに比べ、直行直帰の登録ヘルパーなど、業務状況の 

 把握が難しい場合もあることから、管理は十分に注意することが必要です。 

＜訪問従事者の勤務管理＞ 

     

・ 研修修了者とは、研修課程を修了し、養成機関から研修修了証明書の交付を受けた者です。 

 （介護保険法施行令第３条） 

 → よって、研修を受講中であって、修了証明書の交付を受けていない者は、訪問介護従事者とし 

  て訪問介護サービスを提供することはできません。 

・ 一定の研修修了者とは「訪問型サービスＡ従事者研修標準テキスト」を用いての研修修了者です。 
 

＜労働関係法令の遵守＞ 

  労働関係法令については、労働基準監督署等に相談するなどして適正な事業運営をしてください。 

 

 （20）   運営規程 〈要綱第１２条〉 

 事業所名称、事業所所在地のほか、運営規程には、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する 

規定を定めなければなりません。 

ア 事業の目的、運営の方針、事業所名称、事業所所在地       

イ 従業者の職種、員数及び職務の内容 

ウ 営業日及び営業時間、サービス提供日及びサービス提供時間 

エ 基準緩和訪問サービスの内容及び利用料その他の費用の額 

オ 通常の事業の実施地域 

カ 緊急時等における対応方法 

キ 事故発生時の対応 

ク 業務に関して知り得た秘密の保持 

ケ 苦情・相談体制 

コ 従事者の研修 

サ その他市長が必要と認める事項 

 

【ポイント】 

 ・通常の事業の実施地域は、利用申込に係る調整等の観点からの目安であり、該当地域を越えてサービ 

  スが行われることを妨げるものではありません。 

 ・事業所名称、所在地、営業日、利用料等の内容を変更する場合、運営規程も修正るす必要があります。 

  （修正した年月日、内容を最後尾の附則に記載することで、事後に確認しやすくなります。） 

 ・従事者の員数欄は、現時点の実人員数がわかるように、変更の都度修正してください。 

 

 （21）   勤務体制の確保等 〈要綱第１２条〉 

 利用者に対して、適切な指定基準緩和訪問型サービスを提供できるよう、事業所ごとに従事者の勤務体制 

を定め、当該事業所の従事者によって基準緩和訪問型サービスを提供しなければなりません。 

 また、事業者は、訪問介護従事者等の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければなりません。 

２３ 

運営規程を変更せず、重要事項説明書だ

けを変更している事業所が多く見られ

ます。事業所の運営に関する事項は、通

常規定が基になり、重要事項説明書はそ

のうち主なものを記載するものです。取

り扱いに注意してください 

「キ 事故発生時の対応」「ケ 苦情・相談体制」の規

定がない事業所が多く見られますので、注意！ 



 

【ポイント】 

・勤務体制が勤務表（原則として月ごと）により明確にされていなければなりません。 

・訪問介護従事者等については、日々の勤務時間、職務の内容、常勤、非常勤の別、管理者との兼務関係 

 サービス提供責任者である旨等を明確にすることが必要です。 

・事業所ごとに、雇用契約締結等（派遣契約を含む）により、事業所の管理者の指揮命令下にある訪問 

 介護従事者等がサービスを提供しなければなりません（管理者の指揮命令権の及ばない請負契約等は 

 認められません）。 

 

 （22）   衛生管理等 〈要綱第１２条〉 

 訪問介護従事者等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行う必要があります。 

【ポイント】 

  ・訪問介護従事者等に対し事業者負担で健康診断等を実施し、健康状態について把握してください。 

  ・事業所の責務として、訪問介護従事者等が感染源となることを予防し、また感染の危険から守るため 

   使い捨ての手袋や携帯用手指消毒液などを持参させてください（事業者負担により用意してください）。 

  ・担当する利用者の健康状態等を訪問介護従事者等が把握するようにしてください（アセスメントの 

   内容の把握）。 

  ・衛生マニュアル、健康マニュアルを作成し、訪問介護従事者等に周知してください（定期的な研修の 

   実施）。 

   ※採用時には必ず感染症対策に係る研修等を実施することが重要です。また、研修を実施した際は、 

    その実施内容について記録を作成してください。 

 

 （23）   秘密保持等 〈要綱第１２条〉 Ｐ９参照 

 従事者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはなりません。 

【ポイント】 

  ・過去に従事者であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏ら 

   すことがないよう、必要な措置(※)を講じなければなりません。 

     ※従事者でなくなった後においても、これらの秘密を保持すべき旨を従事者の雇用時等に取り決め 

     例えば違約金についての定めを置くなどの措置を講ずるべきとされています。 

  ・サービス担当者会議等において、居宅介護支援事業者や他のサービス事業者、主治医、地域包括支援 

   センター等に対して利用者に関する情報を提供することが想定されます。このことについて、あらかじ 

   め、利用者に説明を行い、文書により利用者から同意を得ておかなければなりません。この同意は、 

   サービス提供開始時に利用者及びその家族から包括的な同意を得ておくことで構いません。 

   →利用時開始時に個人情報使用同意書をもらうなど 

  ・個人情報保護法の遵守について 

    →介護保険事業者の個人情報保護法に関するガイドラインが厚生労働省から出されています。 

 

 （24）   広告 〈要綱第１２条〉  

 

 

 

２４ 

 



 

 （25）   地域包括支援センター等に対する利益供与の禁止 〈要綱第１２条〉  

 

 
 

 （26）   苦情処理 〈要綱第１２条〉  

 

 

 （27）   地域との連携 〈要綱第１２条〉  

 

 

 

 

２５ 

結の日から５年間保存しなければなりません。 



 

 （28）   事故発生時の対応 〈要綱第１２条〉 Ｐ１１参照 

 

   ・  事故及び事故に際してとった処置について記録する必要があります。なお、この記録は５年間保存しな 

       ければなりません。 

 

【ポイント】 

  ・ 事故が起きた場合の連絡先・連絡方法について、事業所で定め、訪問介護従事者に周知してください。 

  ・ 市への事故報告の仕方について把握しておく必要があります。 

  ・ 事業所における損害賠償の方法（保険に加入している場合にはその内容）について把握しておく必要が 

   あります。 

  ・ 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告され、その分析 

   を通じた改善策を従事者に周知徹底する体制を整備してください。 

 

 
  管理者やサービス提供責任者は、研修の機会などを通じて事故事例について伝達するなど、他の訪問 

 介護従事者にも周知徹底するようにしてください。 

 

 

 （29）   会計の区分 〈要綱第１２条〉  

 

 

２６ 

 



 （30）   記録の整備 〈要綱第１２条〉 Ｐ１１参照 

従事者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければなりません。 

記録の保存期間については、記録の種類に応じて次に掲げる期間の保存が必要です。 

(１) 基準緩和訪問型サービス計画 

(２) 具体的なサービスの内容等の記録 

指定基準緩和訪問型サービスの提供の完結の日から 

５年間又は第１号事業給付費の受領の日から５年間 

のいずれか長い期間 

(３) 市町村への通知に係る記録 

(４) 苦情の内容等の記録 

(５) 事故に係る記録 

指定基準緩和訪問型サービスの提供の完結の日から 

５年間 

(６) 第１号事業給付費の請求、受領書に係 

     る書類 

(７) 利用者又は入所者から支払を受ける 

     利用料の請求、受領等に係る書類 

(８) 従業者の勤務の実績に関する記録 

(９) その他市長が特に必要と認める記録 

 

 

第１号事業給付費の受領の日から５年 

 

 

 

 （31）   暴力団排除 〈要綱第１２条〉  

  事業所は、その運営について、次に掲げるものから支配的な影響を受けてはなりません。 

         (１) 伊勢原市暴力団排除条例(平成２３年伊勢原市条例第１２号。以下「暴力団排除条例」という。) 

第２条第２号に規定する暴力団          

 

 

 

 

２７ 

 



 

 （1）   訪問従事者（訪問介護員）の資格 〈介護保険法第８条第２項・介護保険法施行令第３条〉 

訪問介護従事者（訪問看護員）は有資格者又は一定の研修修了者がサービス提供する必要があり、無資 

   格者がサービスを提供した場合、介護報酬を請求することはできません。 

 

【ポイント】 

    ・研修を受講中の者は訪問従事者として訪問型サービスを提供することはできません。 

 

 
 

 （2）   １対１の介護 〈老企３６第二２ (１) 〉  

  １人の利用者に対して訪問介護従事者が１対１で行うことが原則です。 

 

 （3）   居宅でのサービス提供 〈介護保険法第８条第２項・老企３６第二１ (６) 〉  

 
 

 （４）   利用者在宅時における提供 〈老企３６第二１ (２) 〉  

 
 

 （５）   介護予防サービス計画に基づいた計画的なサービス提供 〈要綱第１２条 〉  

 
 

 （６）   実際にサービス提供がされていること 〈厚告１９別表１注２、注３ 〉  

  次のような場合、訪問介護従事者は拘束されているものの、基準緩和訪問型サービスの提供はなかったの 

で、介護保険の請求はできません。 

 

２８ 



 

 （７）   算定する所要時間  

 

 

【ポイント】 

    ・ 訪問介護従事者の力量等によって、必ずしも「訪問介護従事者が実際にサービス提供した時間」と、 

    「訪問介護としての請求時間(計画で位置づけられた時間)」が一致しない場合があります。 

    ・ 請求時間と実際のサービス提供時間の乖離が続く場合には、サービス提供責任者は、その原因を 

    調べ、必要によっては訪問介護計画の見直しを行い、標準的な時間の見直しを介護支援専門員に 

    相談するなどの対処が必要です。 

 

 （８）   報酬額について  

 

 

サービス種類 対象 算定単位 １単位の単価 

基準緩和訪問型サービス費

（１回３０分未満） 
 

要支援１、要支援２ 

事業対象者 

１回につき１４０単位  

１０円 

基準緩和訪問型サービス費

（１回６０分未満） 
１日につき２３５単位 

 

 （９）   他のサービスとの関係  

 

＜訪問型サービスと通所型サービス＞ 

 通所型 

国基準 基準緩和 

訪問型 
国基準 〇 〇 

基準緩和 〇 〇 

 

通所型サービスと訪問型サービスの併用は、可能です。 

 

＜訪問型サービスと訪問型サービス＞ 

 訪問型 

国基準 基準緩和 

訪問型 
国基準 × × 

基準緩和 × 一部可 

訪問型サービス同士の併用は基本的にできませんが、基準緩和サービス一部併用が認められる場合があります。 

 

 

２９ 
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